


佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則で規定しているユニバーサルデザイン適合証を交付する場合の基準であり、 

「整備基準」が現状を踏まえた、物理的障害を除去するために必要な基準であるのに対して、ユニバーサルデザ 

イン施設整備基準として整備を求めているものです。 

数値は「◇」印をつけて印字しています。 

「ユニバーサルデザイン施設整備基準」として定めている項目や 



◇ユニバーサルデザイン施設に適合するために整備すべき基準 

ユニバーサルデザイン施設整備基準 

ユニバーサルデザイン施設整備基準 




